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～若者編～

若者のための
消費者トラブル
対策本賢い消費者になるために！

保存版岐阜県

こんな経験
ありませんか？

あなたなら
どうする？

岐阜県消費者の窓

　消費生活センターは県や市町村が設置しており、「無料」で専門の相談員が様々な消費生活
に関する相談に乗っています。消費に関する相談であれば、気軽に相談してください。あなた
からの情報が他の相談者のトラブル解決につながることもあります。
※岐阜県内すべての市町村に「消費生活相談窓口」が設置されています。最寄りの市町村役場
に相談しましょう。

消費生活センターを活用しよう！

→ 正解はP2に

相談は無料、秘密は厳守します。
相談は電話や面談等で受け付けていますが、面談の場合は予約が必要な窓口があります。

無料だと思って
アクセスした
占いサイト。
年齢確認ボタンを
おしたところ…

お金がかかるなんて
どこにも書いてなかったよね

間違えたって説明すれば
取り消してもらえるよね…

間違えた自分が
悪いんだ…

1 問合せる 無視する2 お金を払う3

・販売者の名称
・買った日、契約した日
・買った場所、契約した場所
・商品名
・金額
・その時の状況を
 明確にしてください

相談する時は、手元に契約書類を持って！

消費者ホットライン

「☎１８８」
～いやや（１８８）、泣き寝入り！～

と覚えてください
最寄りの消費生活センターに

つながります。

岐阜県県民生活相談センター
〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53 ふれあい福寿会館 1棟5階

☎ ０５８-２７７-１００３ （消費生活相談窓口）
月～金曜日　８：３０～１７：００
土　曜　日　９：００～１７：００（電話相談のみ）
※祝日・年末年始・ふれあい福寿会館休館日を除く

消費者トラブルの事例やアドバイスが掲載されています。
ホームページをご覧ください。
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